
第３期川越市情報公開・個人情報保護審議会の委員の公募に係る募集要領 

 

令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までを任期とする川越市情報公開・

個人情報保護審議会委員を次のとおり募集します。 

 

１ 委員を募集する附属機関の名称  川越市情報公開・個人情報保護審議会 

２ 附属機関の役割 

   実施機関からの求めに応じ、情報公開制度及び個人情報保護制度の重要事項

等について審議すること。 

※実施機関（議会並びに市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに上下水

道事業管理者） 

３ 募集人員 １人（書類選考及び小論文審査） 

４ 委員の任期 令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

５ 応募の資格 

  次に掲げるすべての要件を満たす方 

 ⑴ 川越市内に在住、在勤又は在学している者で情報公開制度及び個人情報保護

制度に広く関心を持ち、審議会委員として議論することができる方 

 ⑵ 令和８年４月１日において満１８歳以上である方 

 ⑶ 川越市の他の附属機関等の委員となっていない方 

 ⑷ 平日日中に随時開催される審議会に出席できる方 

６ 応募の方法 

  応募の方法は次のとおりです。 

 ⑴ 応募に当たっては、次の書類を提出してください。（書式は川越市役所４階

総務課で配布しているほか、ホームページからも取得できます。小論文の用紙

は、市販の原稿用紙でも可） 

  ア 応募用紙 

  イ 「行政における個人情報の保護」又は「市民にとっての情報公開」をテー

マにした小論文（８００字程度） 

※ 上記書類は、川越市役所４階総務課へ直接持参又は郵送してください。 

 ⑵ 上記⑴のほか、市ホームページ「川越市情報公開・個人情報保護審議会委員

を公募します」の公募委員応募フォームからインターネットによる応募もでき

ます。 

 ⑶ 提出された上記書類は、返却いたしません。 

７ 募集の期間 



  募集の期間は令和８年１月５日（月）から令和８年２月６日（金）までとしま

す。 

 ⑴ 持参の場合は、令和８年２月６日（金）までの土・日・祝日を除く午前８時

３０分から午後５時１５分までとします。 

 ⑵ 郵送での提出は、令和８年２月６日（金）必着とします。 

 ⑶ ホームページからの提出は、令和８年２月６日（金）午後５時１５分までと

します。 

８ 選考の時期 

  募集締め切り後、速やかに公募委員の選考を行います。 

９ 選考方法及び選考結果の通知方法 

 ⑴ 公募委員の選考は、選考会議の委員の合議により行います。 

 ⑵ 選考は、提出された書類の評価のほか、応募者の年代、性別等の均衡を考量

し、選考を行います。 

 ⑶ 選考結果は、応募者に対して書面により通知します。 

10 委員の報酬 

  報酬は、「川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例」に基づき支給します。 

11 その他 

 ⑴ 選考結果の公表 

 ア 委員に選ばれた者については、氏名を公表します。 

 イ 評価点については、応募者の氏名は公表せず評価点の合計のみを公表しま

す。 

 ⑵ 取得した個人情報の取扱い 

   委員の公募の際に取得した個人情報は、委員選考の目的のために利用し、個

人情報の保護に関する法律の規程に基づき、適正に取り扱います。 

12 問い合わせ先 

   〒３５０－８６０１ 川越市元町１丁目３番地１ 

   川越市総務部総務課文書担当 

   TEL ０４９（２２４）５５５０（直通） 

   FAX ０４９（２２５）２８９５ 

 


